
   群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例 

平成 19 年 2 月 19 日 

条例第 11 号 

改正 平成20年２月13日条例第４号 

 平成21年２月13日条例第５号 

平成22年６月30日条例第４号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第110号。

以下「育児休業法」という。）に基づき、及び育児休業法を実施するため、職員の育

児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 (１) 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

 (２) 定年に達したことにより退職すべきこととなる日の翌日以降引き続いて勤

務している職員 

（平20条例４・平22条例４・一部改正） 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める期間は、57日間とする。 

（平22条例４・追加） 

 （育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる

事情とする。 

 (１) 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことによ

り、当該育児休業の承認が効力を失い、又は第５条に規定する事由に該当したこ

とにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出産に

係る子若しくは同条の規定による承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により

職員と別居することとなったこと。 

 (２) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育

児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。 

 (３) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上

の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間

にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消さ

れた後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。 

 (４) 育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子につい

て既にしたものを除く。）の終了後、３か月以上の期間を経過したこと（当該育



児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養

育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に

限る。）。 

 (５) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の

育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該

育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じ

ることとなったこと。 

（平20条例４・平22条例４・一部改正） 

 （育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情） 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾

病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請

求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子

について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じる

こととなったこととする。 

 （育児休業の承認の取消事由） 

第５条 育児休業法第５条第２項の条例で定める事由は育児休業をしている職員につ

いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとするときとす

る。 

（平20条例４・平22条例４・一部改正） 

 （任期付採用職員の任期の更新） 

第６条 任命権者は、育児休業法第６条第３項の規定により任期を更新する場合には、

あらかじめ職員の同意を得なければならない。 

 （期末手当等の支給） 

第７条 育児休業に係る期末手当及び勤勉手当の取扱いは、事務所の所在する市町村

の例による。ただし、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17の規定により

群馬県後期高齢者医療広域連合（以下「広域連合」という。）に他の地方公共団体（以

下「派遣元」という。）から派遣される職員にあっては、派遣元の例による。 

 （職務復帰後における給与等の取扱い） 

第８条 職務復帰後における給与等の取扱いは、事務所の所在する市町村の例による。

ただし、地方自治法第252条の17の規定により広域連合に派遣元から派遣される職員

にあっては、派遣元の例による。 

（育児短時間勤務をすることができない職員） 

第９条 育児休業法第10条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(１) 育児休業法第６条第１項の規定により任期を定めて採用された職員 

(２) 定年に達したことにより退職すべきこととなる日の翌日以降引き続いて勤



務している職員 

（平 20 条例４・追加・平 22 条例４・一部改正） 

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して１年を経過しない場合に育児

短時間勤務をすることができる特別の事情） 

第10条 育児休業法第10条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる

事情とする。 

(１)  育児短時間勤務（育児休業法第 10 条第１項に規定する育児短時間勤務をい

う。以下同じ。）をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産したことに

より当該育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は第 13 条第１号に掲げる事由に

該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休

業若しくは出産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養

子縁組等により職員と別居することとなったこと。 

(２) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより、

当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了し

たこと。 

(３) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは

精神上の障害により当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状

態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤

務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回

復したこと。 

(４) 育児短時間勤務の承認が、第 13 条第２号に掲げる事由に該当したことにより

取り消されたこと。 

(５) 育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に

係る子について既にしたものを除く。）の終了後、３月以上の期間を経過したこ

と（当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育

児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書に

より任命権者に申し出た場合に限る。）。 

(６) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の

育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことによ

り当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育

に著しい支障が生じることとなったこと。 

（平 20 条例４・追加、平 22 条例４・一部改正） 

（育児休業法第10条第１項第５号の条例で定める勤務の形態） 

第11条 育児休業法第10条第１項第５号の条例で定める勤務の形態は、群馬県後期高

齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成 19 年広域連合条例第



10号）第４条の規定の適用を受ける職員については、次に掲げる勤務の形態とする。 

(１) ４週間ごとの期間につき８日以上を週休日とし、当該期間につき１週間当た

りの勤務時間が19 時間 25 分、19 時間 35 分、23 時間 15 分又は 24 時間 35 分とな

るように勤務すること。 

(２) ４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割合の日を週休日と

し、当該期間につき１週間当たりの勤務時間が19 時間 25 分、19 時間 35 分、23

時間 15 分又は 24 時間 35 分となるように勤務すること。 

（平 20 条例４・追加、平 21 条例５・一部改正） 

（育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続） 

第12条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、任命権者が定める育児短時

間勤務承認請求書により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日

の翌日の１月前までに行うものとする。 

（平 20 条例４・追加） 

（育児短時間勤務の承認の取消事由） 

第13条 育児休業法第12条において準用する同法第５条第２項の条例で定める事由は、

次に掲げる事由とする。 

(１) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外

の子に係る育児短時間勤務を承認しようとするとき。 

(２) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異な

る内容の育児短時間勤務を承認しようとするとき。 

（平 20 条例４・追加、平 22 条例４・一部改正） 

（育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情） 

第14条 育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情は、過員を生じることと

する。 

（平 20 条例４・追加） 

（育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知） 

第15条 任命権者は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該

短時間勤務が終了した場合には、職員に対し、書面によりその旨を通知しなければ

ならない。 

（平 20 条例４・追加） 

 （部分休業をすることができない職員） 

第16条 育児休業法第19条第１項の条例で定める職員は、育児短時間勤務又は育児休

業法第17条の規程による短時間勤務をしている職員とする。 

 （平20条例４・一部改正・旧第９条繰下、平22条例４・一部改正） 

 （部分休業） 



第17条 部分休業の取扱いは、事務所の所在する市町村の例による。ただし、地方自

治法第252条の17の規定により広域連合に派遣元から派遣される職員にあっては、派

遣元の例による。 

（平20条例４・旧第10条繰下） 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年２月13日条例第４号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年２月13日条例第５号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 21 年４月１日から施行する。 

（群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例（平成19年広域連

合条例第11号）の一部を次のように改正する。 

  第 11 条中「20 時間、24 時間又は 25 時間」を「19 時間 25 分、19 時間 35 分、23

時間 15 分又は 24 時間 35 分」に改める。 

附 則（平成 22 年６月 30 日条例第４号） 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、改正前の群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休

業等に関する条例第３条第４号又は第 10 条第５号の規定により職員が申し出た計

画は、同日以後は、それぞれ改正後の群馬県後期高齢者医療広域連合職員の育児休

業等に関する条例第４号又は第 10 条第５号の規定により職員が申し出た計画とみ

なす。 


